


手数料等およびリスクについて【投資にあたっての留意事項】■手数料等について＜a.受託者に関する信託報酬等＞受託者は、本信託の信託財産（以下、本信託財
産）より、以下の信託報酬等を収受します。○当初信託報酬＝A＋B。A＝信託設定日における本受益権元本金額×0.2％（税込0.22％）。B＝本信託契約締結日（同日を含
みます。）から信託設定日（同日を含みます。）までの間に受託者が本信託に関して負担した実費（当該実費に係る消費税等を含みます。）相当額。○期中信託報酬＝A×
計算期日の米ドル円為替レート÷信託設定時の米ドル円為替レート×0.1％（税込0.11％）×B÷365（1年を365日とする日割計算）＋C。A＝信託設定日における本受益権の
元本金額。B＝期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間に含まれる実日数。C＝期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負
担した会計監査費用（当該会計監査費用に係る消費税等を含む。）。○終了時信託報酬＝A×計算期日の米ドル円為替レート÷信託設定時の米ドル円為替レート×
0.2％（税込0.22％）。A＝信託設定日における本受益権の元本金額。○清算時信託報酬＝信託終了日の翌日以降に生じる本信託財産に属する金銭の預金利息相当
額。＜b.本航空機委託者に関する報酬等＞本航空機委託者は、各計算期間当たり受領したリース料の0.3%を報酬として収受することができます。なお、本件航空機の売
却を行った場合、売却価格の1.5%を報酬として収受します。また、本件航空機売却による本航空機信託の受益者の利益が元本額の20%を上回る場合には、その超過分
の10%を成功報酬として支払います。＜c.アセット・マネージャーに関する報酬等＞受託者はアセット・マネージャーに対し、以下の算式により算出される金額を支払います。○
アップフロント報酬（当初アセット・マネジメント報酬）＝A×0.2％（税込0.22％）。A＝信託設定日における本受益権の元本金額。○期中運用報酬（期中アセット・マネジメント報
酬）＝（A×計算期日の米ドル円為替レート÷信託設定時の米ドル円為替レート×0.1％（税込0.11％））×B÷365。A＝信託設定日における本受益権の元本金額。B＝期中ア
セット・マネジメント報酬支払日に対応する信託計算期間に含まれる実日数。○終了時報酬（終了時アセット・マネジメント報酬）＝A×計算期日の米ドル円為替レート÷信託設
定時の米ドル円為替レート×0.2％（税込0.22％）。A＝信託終了日における元本金額。＜d.リース管理者に関する報酬等＞本航空機委託者およびリース管理者は、以下の
期中マネジメント報酬およびディスポジション報酬を収受します。○期中マネジメント報酬＝対応する本航空機信託の各計算期間に受領したリース料×3.0%。○ディスポジショ
ン報酬＝本件航空機の売却価格×2.5％。＜e.取扱手数料＞受託者は、募集の取扱会社であるＦＰＧ証券に対し、投資家から支払われる申込証拠金の総額（ただし、発
行者および取扱会社の合意に基づき一部減額されることがあります。）に4.4％を乗じた金額（消費税および地方消費税を含みます。）を上限として発行者および取扱会社が
合意した金額を取扱手数料として支払うこととされています。＜f.受益者代理人に関する報酬等＞受益者代理人は、報酬計算期間毎に金500千円（税込550千円）の報
酬を収受します。＜g.その他の費用等＞本信託の受益権の発行および募集に関して受託者の負担する一切の費用・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書そ
の他本信託に係る金融商品取引法に基づく開示書類の作成に関連する費用・借入れに係る利息（借入れを行った場合）、遅延損害金その他の費用・本件航空機信託
受益権または本件航空機の売却に係る費用・税務および会計事務受託者に対する報酬・手数料・委託者が負担した自らの設立費用・その他、本信託の維持に要する
費用。なお、本商品の申込みにあたっては、事前にＦＰＧ証券において証券取引口座を開設いただく必要があります。ＦＰＧ証券における有価証券や金銭のお預かりについ
ては、手数料や費用等はかかりません。●申込証拠金について／取得の申込みの際には申込証拠金の払込みが必要となります。申込証拠金の金額は受益証券の発行
価格と同一です。■本投資のリスクについて／本受益権への投資には以下に記載するようなリスク要因の影響により、ご出資の元本が毀損する可能性があります。また、以
下に記載したリスク以外のリスクも存在します。ご投資のお申込みにあたっては、必ず取扱金融商品取引業者がお渡しする「受益権発行届出目論見書」および「契約締結
前交付書面」をご熟読ください。目論見書は、本商品の申込期間において、ＦＰＧ証券が運営するウェブサイトから入手することができます。＜本件航空機のリース事業に関
するリスク＞●本事業における賃借人や転借人が債務不履行、倒産等に陥った場合、本件航空機の売却またはするか、または新たな賃借人等を探すことになります。その
ため、その時点での市況によっては、投下資本の元本が毀損する可能性があります。●航空機運用に関する規制変更があった場合、機体等の改良のため追加の費用が
発生する可能性があります。●2028年5月期の信託計算期間において航空機ないし部品の売却を行う方針ですが、航空機の売却の際、機体等の仕様変更などが条件と
されることがあり、追加の費用や支出が発生する可能性があります。●本事業において、航空機ないし部品の売却価格は確定していません。売却価格は、世界の景気動向
や機材の需給関係等の影響により変動します。売却時期は、マーケットの状況等によってリース終了に前後する可能性があります。●本件航空機の売却先の引渡希望時
期等の影響により、リース期間満了時において本リース事業が終了せず、リース期間の延長・再リース等により本リース事業が延長される場合もあります。●本件航空機が事
故等により使用不能または修復不可能な損害を被った場合、賃借人が本件航空機の鑑定額にほぼ見合う金額の規定損害金（米ドル建て）を支払うこととなり、事業収支
および損益が当初予定のものから変動します。＜為替変動リスク＞本事業の賃借人によるリース料の支払いは米ドル建てで行われ、本件航空機の売却等、本事業における
取引もまた米ドル建てで行われる想定ですので、本受益者の円建ての受取現金は米ドルから円に換算する際の為替レートによって変動いたします。当該取引が米ドル以外
の外貨建てで行われる場合も同様のリスクがあります。したがって、本事業への出資は為替リスクを伴うものになります。すなわち、本事業の外貨建て収益を円貨に換算する
場合に為替変動の影響を受け、本事業の事業収支および損益が当初予定のものから変動することがあります。したがって、為替の状況によっては、円換算した場合本受益
者の投下資本の元本が毀損する可能性があります。＜本受益権に関するリスク＞●本受益権について、信託配当および元本償還の有無、金額およびその支払いは保証
されません。●本受益権の元本償還は、最終信託配当支払日に行われます。その原資は、返還調整金の金額、本件航空機や本件航空機受益権の売却機会および売
却価格による影響を受け、元本償還の額が減少し、または全く行われない場合があります。＜仕組みに関するリスク＞●本受益権は、受益証券発行信託および本航空機
信託の仕組み（スキーム）を用いて航空機に実質的に投資することを意図した金融商品です。本受益権の収益および価値は、スキーム関係者の信用状況や業務提供状
況等の影響を受けて下落する可能性があり、状況によっては、受益証券発行信託および本航空機信託の仕組みを維持できない可能性もあります。●本航空機委託者で
ある株式会社FPG、本航空機受託者である株式会社FPG信託、および本航空機受託者から業務委託を受けたリース管理会社であるFPGアメンタム社は、株式会社
FPGを親会社とする連結グループ会社に属しておりますが、各社は本事業と同種または類似の事業を営んでおり、本受益者の利益と相反する事態が生じる場合がありま
す。＜税務、会計および法制度上の取扱いおよびそれらの変更等のリスク＞●本信託、本件航空機受益権および本件航空機受益権に係る本航空機信託に適用される
法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。その場合、本信託、本件航空機受益権および本件航空機受益権に係る本航空機信託の税負担が増大し、
それら信託の維持が困難になる可能性があります。●本受益権の収益の分配に係る日本の課税上の取扱いについては、現行法令上明確に規定されていない部分が含ま
れます。本受益権に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本受益権に投資することによるリ
スクや本受益権に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要があります。
●本信託および本受益権の募集は、信託法、金融商品取引法はもとより、関連する各種法令・規制・制度
等の規制を受けています。本信託または本受益権の募集がこれらの法令等に違反するとされた場合、本信
託または本件航空機受益権に係る本航空機信託の商品性や取引に影響が生じる可能性があります。
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